
柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 の 農 林 水 産 物 を 活 用 し た 農 林 水 産 加 工 品

の 開 発 や 販 路 開 拓 に 取 り 組 む 者 に 対 し 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を

交 付 す る こ と で 、 本 市 の 六 次 産 業 化 を 促 進 し 、 農 林 漁 業 者 等 の 所

得 の 向 上 に つ な げ る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 交 付 手 続 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  農 林 水 産 物  市 内 で 生 産 又 は 採 取 さ れ る 農 林 水 産 物 を い う 。  

⑵  農 林 水 産 加 工 品  前 号 に 規 定 す る も の を 加 工 、 細 工 及 び 処 理

な ど を 施 し 付 加 価 値 を 付 け た も の を い う 。  

⑶  六 次 産 業  一 次 産 業 と し て の 農 林 漁 業 と 、 二 次 産 業 と し て の

製 造 業 、 三 次 産 業 と し て の 小 売 業 等 の 事 業 と の 総 合 的 か つ 一 体

的 な 推 進 を 図 り 、 地 域 資 源 を 活 用 し た 新 た な 付 加 価 値 を 生 み 出

し 、 農 林 漁 業 の 活 性 化 を 進 め る こ と を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も

の と す る 。  

 ⑴  市 内 に 住 所 を 有 す る 農 業 経 営 体 、 林 業 経 営 体 及 び 漁 業 経 営 体  

⑵  市 内 に 事 務 所 を 有 す る 農 地 所 有 適 格 法 人 （ 農 地 法 （ 昭 和 ２ ７

年 法 律 第 ２ ２ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 農 地 所 有 適 格 法 人

を い う 。 ）  

 ⑶  え ち ご 中 越 農 業 協 同 組 合 、 柏 崎 地 域 森 林 組 合 及 び 新 潟 漁 業 協

同 組 合 柏 崎 支 所  

 ⑷  前 各 号 の ほ か 、 市 内 で 一 次 産 業 に 携 わ る 個 人 又 は 法 人  

 ⑸  前 各 号 に 規 定 す る も の と 連 携 し て 農 林 水 産 加 工 品 の 製 造 及



び 販 売 に 取 り 組 む 商 工 業 者 又 は 福 祉 団 体  

 ⑹  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

（ 採 択 条 件 ）  

第 ５ 条  採 択 条 件 は 、 次 の 各 号 の 全 て を 満 た し て い る こ と と す る 。 

⑴  こ の 補 助 金 を 活 用 し た 農 林 水 産 加 工 品 に つ い て 、 販 売 を 目 的

と し て 商 品 化 さ れ る こ と 。  

⑵  農 林 水 産 物 の 付 加 価 値 の 向 上 に 資 す る 事 業 で あ る こ と 。  

⑶  同 一 の 事 業 内 容 に お い て 国 、 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 支 援 機

関 等 か ら の 補 助 金 等 を 受 け て い な い こ と 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 」 と

い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 業 と す る 。  

⑴  農 林 水 産 物 の 価 値 の 向 上 を 図 る た め の 事 業  

⑵  農 林 水 産 物 の 商 品 化 、 ブ ラ ン ド 化 に 繋 が る 事 業  

⑶  農 林 水 産 物 の 普 及 啓 発 、 販 路 の 拡 大 又 は 新 た な 販 路 開 拓 に 関

す る 事 業  

（ 補 助 対 象 経 費 等 及 び 交 付 額 の 算 定 方 法 ）  

第 ７ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」

と い う 。 ） 、 補 助 率 及 び 交 付 限 度 額 は 、 別 表 に 定 め る と お り と す

る 。  

２  こ の 補 助 金 の 交 付 額 は 、 別 表 第 １ 欄 に 定 め る 事 業 ご と に 、 同 表

第 ２ 欄 に 定 め る 補 助 対 象 経 費 の 実 支 出 額 に 同 表 第 ３ 欄 に 定 め る

補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 と 、 同 表 第 ４ 欄 に 定 め る 交 付 限 度 額 と を 比

較 し て 少 な い 方 の 額 の 合 計 額 と す る 。 た だ し 、 事 業 ご と に 算 出 さ

れ た 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ れ を 切 り

捨 て る も の と す る 。  

 （ 申 請 回 数 の 制 限 ）  

第 ８ 条  こ の 補 助 金 の 申 請 に 当 た っ て は 、 別 表 第 １ 欄 に 定 め る 事 業

ご と に 、 同 一 の 交 付 対 象 者 当 た り の 交 付 額 の 合 計 額 が 別 表 第 ４ 欄

に 定 め る 交 付 限 度 額 に 満 た な い 限 り 、 同 一 年 度 内 に お け る 申 請 回

数 に 制 限 を 設 け な い も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 期 間 ）  



第 ９ 条  補 助 対 象 期 間 は 、 交 付 申 請 書 を 提 出 し た 日 が 属 す る 年 度 の

３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 こ の 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を

取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

⑵  こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

⑶  こ の 補 助 金 で 整 備 し た 機 械 、 設 備 及 び 施 設 の 耐 用 年 数 の 期

間 に お い て 、 六 次 産 業 化 へ の 取 組 が 確 認 で き な い と き 。  

⑷  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し

た と き は 、 当 該 補 助 金 交 付 の 決 定 を 取 り 消 さ れ る 者 に 通 知 す る と

と も に 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る 場 合 に は 、 期 日 を 定 め て そ

の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 様 式 ）  

第 １ ２ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、 次 に 掲

げ る と お り と す る 。  

⑴  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  別 記 第 １ 号  

様 式  

⑵  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第  

２ 号 様 式  

⑶  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  別 記  

第 ３ 号 様 式  

⑷  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 実 績 報 告 書  別 記 第 ４ 号  

様 式  

⑸  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 計 画 変 更 承 認 申 請  

書 別 記 第 ５ 号 様 式  

⑹  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 計 画 変 更 承 認 決 定  

通 知 書  別 記 第 ６ 号 様 式  

⑺  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 中 止 （ 又 は 廃 止 ）



承 認 申 請 書  別 記 第 ７ 号 様 式  

⑻  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 中 止 （ 又 は 廃 止 ）

承 認 決 定 通 知 書  別 記 第 ８ 号 様 式  

⑼  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 確 定 通 知 書  別 記 第 ９ 号

様 式  

⑽  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返 還 通 知

書  別 記 第 １ ０ 号 様 式  

⑾  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 達 成 状 況 報 告 書  別 記 第

１ １ 号 様 式  

（ 消 費 税 の 取 扱 い ）  

第 １ ３ 条  補 助 金 の 交 付 申 請 に 当 た り 、 事 業 主 体 に つ い て 当 該 補 助

金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 相

当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） に 規 定 す る

仕 入 れ に 係 る 消 費 税 と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 に 補 助 率 を 乗

じ て 得 た 金 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が あ る 場 合 に は 、 こ れ ら を 減

額 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 交 付 申 請 時 に お い て 当 該 補 助 金

に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。  

 （ 達 成 状 況 報 告 ）  

第 １ ４ 条  補 助 対 象 者 は 、補 助 金 の 申 請 年 度 か ら ３ 年 を 目 標 年 度 と し 、

事 業 計 画 書 に 基 づ き 目 標 年 度 ま で の 毎 年 度 、達 成 状 況 報 告 書 に よ り

事 業 実 施 年 度 の 翌 年 度 の ５ 月 末 日 ま で に 市 長 に 提 出 す る も の と す

る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、



な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  



別 表 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

１  事 業  ２  補 助 対 象 経 費  ３  補 助 率  ４  交 付 限 度 額  

機 械 、 設 備

及 び 施 設 等

整 備 支 援  

⑴  農 林 水 産 物 の

加 工 又 は 農 林 水

産 加 工 品 の 製 造

若 し く は 販 売 に

必 要 な 機 械 、 設

備 及 び そ の 附 帯

機 器 の 購 入 費  

⑵  農 林 水 産 物 又

は 農 林 水 産 品 の

加 工 施 設 、 販 売

施 設 又 は 直 飲 ・

直 食 施 設 等 の 施

設 整 備 費  

⑶  そ の 他 市 長 が

特 に 必 要 と 認 め

る 経 費  

３ 分 の １ 以 内

（ 事 業 主 体 が

自 ら 生 産 又 は

採 取 し た 農 林

水 産 物 を 使 用

す る 事 業 の 場

合 は 、 ２ 分 の

１ 以 内 ）  

１ ３ ０ 万 円 （ 事

業 主 体 が 自 ら 生

産 又 は 採 取 し た

農 林 水 産 物 を 使

用 す る 事 業 の 場

合 は 、 ２ ０ ０ 万

円 ）  

商 品 開 発 、

販 売 促 進 及

び 販 路 開 拓

支 援  

⑴  報 償 費 、 費 用

弁 償 、 委 託 料 、

手 数 料 等 の 商 品

開 発 に 係 る 経 費

（ 試 作 品 に 係 る

原 材 料 費 及 び 単

な る 人 件 費 は 、

対 象 外 と す

る 。）  

⑵  販 売 促 進 の た

め の ホ ー ム ペ ー

ジ 又 は Ｅ Ｃ サ イ

ト 開 設 に 係 る 経

３ 分 の １ 以 内

（ 事 業 主 体 が

自 ら 生 産 又 は

採 取 し た 農 林

水 産 物 を 使 用

す る 事 業 の 場

合 は 、 ２ 分 の

１ 以 内 ）  

７ ０ 万 円 （ 事 業

主 体 が 自 ら 生 産

又 は 採 取 し た 農

林 水 産 物 を 使 用

す る 事 業 の 場 合

は 、 １ ０ ０ 万

円 ）  



費  

⑶  パ ッ ケ ー ジ 、

パ ン フ レ ッ ト 等

の デ ザ イ ン 作 成

に 係 る 経 費  

⑷  商 談 会 等 へ の

参 加 に 係 る 出 展

料  

⑸  そ の 他 市 長 が

特 に 必 要 と 認 め

る 経 費  

 

  



別記 
第１号様式（第１２条関係） 

柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 年   月   日  

 

柏崎市長          様 

 

住所  
申請者  

                             氏名 

 

年度において、下記のとおり補助事業を実施したいので、関係書類を添えて補助金       

の交付を申請します。 

記 

 

１ 補助事業に要する経費 

             

２ 交付申請額 

 

３ 補助事業の内容及び経費の配分 別紙事業計画書のとおり 

 

４ 補助事業の実施期間 

  自   年  月  日 

  至   年  月  日 

 

５ 添付書類 

⑴ 事業計画書（別紙） 
⑵ 収支予算書 
⑶ 実施図面書又はカタログ 
⑷ 参考見積書の写し 
⑸ 市税等に滞納がない旨の証明書 
⑹ 暴力団排除に関する誓約書 



別紙 

   年度 六次産業化支援事業計画書 

１ 事業内容  

２ 

事
業
主
体
の
概
要 

名称  

所在地  

区分 

□ １ （ 農業経営体 ・ 林業経営体 ・ 漁業経営体 ） 

□ ２ 農地所有適格法人 

□ ３ （ えちご中越農業協同組合 ・ 新潟漁業協同組合柏崎支所 ・ 

柏崎地域森林組合） 

□ ４ １～３以外の一次産業（ 個人 ・ 法人 ） 

□ ５ １～４の者と連携する商工業者又は福祉団体 ※３を記入 

□ ６ その他（             ）                                    

耕地等面積 

又は規模 

水田（ha） 普通畑（ha） 樹園地（ha） その他 

    

３ 

連
携
す
る
農
林
漁
業
者
等 

名称  

所在地  

区分 

□ １ （ 農業経営体 ・ 林業経営体 ・ 漁業経営体 ） 

□ ２ 農地所有適格法人 

□ ３ （ えちご中越農業協同組合 ・ 新潟漁業協同組合柏崎支所 ・ 

柏崎地域森林組合） 

□ ４ １～３以外の一次産業（ 個人 ・ 法人 ） 

４ 

使
用
す
る
農
林
水
産
物 

農林水産物  

調達方法 

□ １ 事業主体が自ら生産又は採取する 

□ ２ 連携する農林漁業者から購入する等、１以外の方法で調達する 

具体的な調達方法 

（                           ） 

５ 目的・事業の概

要、主な農林水産加

工品 

（目的・事業の概要） 

（主な農林水産加工品） 



６ 

生
産
目
標 

区分 品目 面積・規模 数量 

現状（申請年

度の前年） 
   

目標（申請年

度の３年後） 
   

７ 

販
売
目
標 

区分 品目 販売先 販売額（円） 

現状（申請年

度の前年） 
   

目標（申請年

度の３年後） 
   

８ 

事
業
費
内
訳 

事
業
費
内
訳 

事業区分 
事業内容及び

事業量 

補助事業に要す

る経費（円） 

補助対象 

事業費（円） 

補助金額

（円） 

事業主体 

負担金（円） 

□ １ 

機械、設備及び

施設等整備支援 

     

小計①（１の合計）     

□ ２  

商品開発、販

売促進及び販

路開拓支援 

     

小計②（２の合計）     

合計＝小計①＋小計②     

市確認 

事項 

□ 販売目的 □ 付加価値向上 

□ 同一の事業内容において国、

他の地方公共団体、その他支援機関

等の補助金等を受けていない 

□ 商品開発 □ ブランド化 □ 普及啓発 

□ 販路拡大 □ 販路開拓 □ 栽培面積・規模増加 

□ 収量増加 □ 販売額増加 □ 品質向上 

（８ 事業費内訳のうち、補助金額） 

□「４ 使用する農林水産物」の調

達方法が１の場合 

小計①：補助率 1/2、上限 200万円 

小計②：補助率 1/2、上限 100万円 

合計：上限 300万円 

□「４ 使用する農林水産物」の調

達方法が２の場合 

小計①：補助率 1/3、上限 130万円 

小計②：補助率 1/3、上限 70万円 

合計：上限 200万円 



第２号様式（第１２条関係） 

 第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

柏崎市長          □印    

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった補助事業について、下記のとおり交付すること

に決定したので通知します。 

 

記 

 

 

補助事業に要する経費          円 

補助金交付決定額            円 

 

 

１ 補助事業に要する経費の配分は、    年  月  日付けによる補助金等交付申請書記

載のとおりとする。 

 

２ 交付条件は、次のとおりとする。 

⑴ 補助交付の対象となる事業及びその内容は、    年  月  日付けによる補助金等

交付申請書記載のとおりとする。 

⑵ 補助事業の内容の全部若しくは一部を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しよう

とするときは、速やかに報告し、市長の承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ

市長の承認を受けるものとし、市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があっ

たときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

⑷ 補助事業実績報告書を提出するに当たり、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕

入控除税額が明らかになったときは、これを減額して報告するものとすること。補助事業実

績報告書の提出後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかにその

金額を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

⑸ 新潟県柏崎市補助金等交付規則及び柏崎市六次産業化支援事業補助金交付要綱の規定を遵守

すること。 



第３号様式（第１２条関係） 

 

  第     号  

   年  月  日  

            

          様 

 

 

柏崎市長          □印    

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった下記事業については、補助金の交付をしないことに決

定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

 

 理由 

  



第４号様式（第１２条関係） 

柏崎市六次産業化支援事業補助金実績報告書 

 

    年  月  日  

 柏崎市長          様 

 

住所   

補助事業者        

氏名           

 

 

 

年  月  日付け第  号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、下記

のとおりその事業が完了しましたので、事業の実績を報告します。 

 

記 

 

 補助金の交付決定額   金          円 

    

１ 補助事業の内容及び経費の配分（実績） 

事業区分 施行箇所 
事業内容及

び事業量 

補助事業に

要する経費

（総事業

費）① 

補助対象事

業費② 

補助金③

（②×補助

率） 

事業主体負

担金（①－

③） 

□１ 

機械・設備

及び施設等

整備支援 

 

     

□２ 

商品開発、

販売促進及

び販路開拓

支援 

      

合計     

 

２ 補助事業完了年月日 

     年  月  日 

振込金融機関名  

支店名  

口座番号 普通・当座 

口座名義人氏名 

（カタカナで記載してください。） 
 



３ その他添付書類 

⑴ 収支決算書 

⑵ 図面又はカタログ 

⑶ 完成写真 

⑷ 支払証拠書類（未払の場合は請求書）写し 

⑸ 事業の実施状況が確認できる書類（必要により） 

  



第５号様式（第１２条関係） 

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金事業等計画変更承認申請書 

 

  年  月  日  

 

柏崎市長          様 

 

                             住所 

補助事業者  

                             氏名  

 

   年  月  日 付け第   号で補助金の交付の決定を受けました補助事業について、下記

のとおり計画を変更して実施したいので承認を受けたく関係書類を添えて申請します。 

 あわせて、補助金        円を        円に変更して交付されたく、申請します。 

 

記 

 

１ 計画変更理由 

 

２ 変更内容及び経費の配分 別紙変更事業計画書のとおり 

 

３ 施行箇所又は方法  別紙変更事業計画書のとおり 

 

４ 補助事業の実施期間 

  自   年  月  日 

  至   年  月  日 

 

５ 添付書類 

⑴ 変更収支予算書（変更前：上段（ ）書き 変更後：下段）（必要により） 

⑵ 変更事業（全体）計画書（変更前：上段（ ）書き 変更後：下段） 

⑶ 変更部分の確認書類（図面、カタログ、見積書等）（変更前：上段（ ）書き 変更後：下段） 



別紙 

   年度 六次産業化支援変更事業計画書 

（変更箇所のみ記入すること。変更前：上段（ ）書き 変更後：下段） 

１ 事業内容  

２ 

事
業
主
体
の
概
要 

名称  

所在地  

区分 

□ １ （ 農業経営体 ・ 林業経営体 ・ 漁業経営体 ） 

□ ２ 農地所有適格法人 

□ ３ （ えちご中越農業協同組合 ・ 新潟漁業協同組合柏崎支所 ・ 

柏崎地域森林組合） 

□ ４ １～３以外の一次産業（ 個人 ・ 法人 ） 

□ ５ １～４の者と連携する商工業者又は福祉団体 ※３を記入 

□ ６ その他（             ）                                    

耕地等面積 

又は規模 

水田（ha） 普通畑（ha） 樹園地（ha） その他 

    

３ 

連
携
す
る
農
林
漁
業
者
等 

名称  

所在地  

区分 

□ １ （ 農業経営体 ・ 林業経営体 ・ 漁業経営体 ） 

□ ２ 農地所有適格法人 

□ ３ （ えちご中越農業協同組合 ・ 新潟漁業協同組合柏崎支所 ・ 

柏崎地域森林組合） 

□ ４ １～３以外の一次産業（ 個人 ・ 法人 ） 

４ 

使
用
す
る
農
林
水
産
物 

農林水産物  

調達方法 

□ １ 事業主体が自ら生産又は採取する 

□ ２ 連携する農林漁業者から購入する等、１以外の方法で調達する 

具体的な調達方法 

（                           ） 

５ 目的・事業の概

要、主な農林水産加

工品 

（目的・事業の概要） 

（主な農林水産加工品） 

 



６ 

生
産
目
標 

区分 品目 面積・規模 数量 

現状（申請年

度の前年） 
   

目標（申請年

度の３年後） 
   

７ 

販
売
目
標 

区分 品目 販売先 販売額（円） 

現状（申請年

度の前年） 
   

目標（申請年

度の３年後） 
   

８ 

事
業
費
内
訳 

事
業
費
内
訳 

事業区分 
事業内容及び

事業量 

補助事業に要す

る経費（円） 

補助対象 

事業費（円） 

補助金額

（円） 

事業主体 

負担金（円） 

□ １ 

機械、設備及び

施設等整備支援 

     

小計①（１の合計）     

□ ２  

商品開発、販

売促進及び販

路開拓支援 

     

小計②（２の合計）     

合計＝小計①＋小計②     

市確認 

事項 

□ 販売目的 □ 付加価値向上 

□ 同一の事業内容において国、

他の地方公共団体、その他支援機関

等の補助金等を受けていない 

□ 商品開発 □ ブランド化 □ 普及啓発 

□ 販路拡大 □ 販路開拓 □ 栽培面積・規模増加 

□ 収量増加 □ 販売額増加 □ 品質向上 

（８ 事業費内訳のうち、補助金額） 

□「４ 使用する農林水産物」の調

達方法が１の場合 

小計①：補助率 1/2、上限 200万円 

小計②：補助率 1/2、上限 100万円 

合計：上限 300万円 

□「４ 使用する農林水産物」の調

達方法が２の場合 

小計①：補助率 1/3、上限 130万円 

小計②：補助率 1/3、上限 70万円 

合計：上限 200万円 



第６号様式（第１２条関係） 

第     号  

  年  月  日  

           

様 

  

柏崎市長          □印  

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金事業等計画変更承認決定通知書 

 

年  月  日付けで計画変更承認申請のあった  年  月  日付け第   号の補

助事業について、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費        円を      円とする。 

補助対象事業費           円を      円とする。 

補助金の額             円を      円とする。 

補助率        

  

２ 補助事業に要する経費の配分は、  年  月  日付けによる補助事業等計画変更承認申

請書記載のとおりとする。 

 

３ 補助金交付の対象となる事業及びその内容は、  年  月  日付けによる補助事業等計

画変更承認申請書記載のとおりとする。 

  



第７号様式（第１２条関係） 

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金事業等中止（又は廃止）承認申請書 

 

  年  月  日  

柏崎市長          様 

 

住所 

補助事業者  

                                 氏名           

 

  

  年  月  日  付け第    号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、下記

のとおり中止（又は廃止）したいので承認を受けたく、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 中止（又は廃止の）理由 

 

 

２ 中止（又は廃止）しようとする以前の遂行状況 

⑴ 事業遂行状況 

 

 

⑵ 経費の支出状況 

 

  

交付 

決定額 

月 日現在支出済額 残 額 支出予定額 
中止（又は廃止） 

に伴う不用額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

 
        



第８号様式（第１２条関係） 

第     号  

 年  月  日  

  

様  

 

柏崎市長          □印  

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金事業等中止（又は廃止）承認決定通知書 

 

年  月  日付けで中止（又は廃止）承認申請のあった    年  月  日付け第    

号の補助事業について、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費        円を      円とする。 

補助金の額             円を      円とする。 

補助率        

  



第９号様式（第１２条関係） 

                                    第     号  

                                    年  月  日  

 

         様 

 

柏崎市長          □印 

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった補助事業に対する補助金について、下記のとお

り確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額    金        円 

 

２ 交 付 済 額         金        円 

 

３ 確 定 額    金        円 

  



第１０号様式（第１２条関係） 

第     号  

 年  月  日  

  

様  

 

柏崎市長          □印  

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金交付決定取消・返還通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった柏崎市六次産業化支援事業補助金について、下記

の理由により交付決定を全部（一部）取り消すこととしましたので、柏崎市六次産業化支援事業

補助金交付要綱第１０条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 取消理由 

 

２ 返還期限 

 

３ 返還方法 

 

 

＜施行注意＞ 

交付決定の一部取り消しを行う場合には、本文中の「全部」を「一部」に置き換えるものとす

る。 

  



第１１号様式（第１２条関係） 

 

柏崎市六次産業化支援事業補助金達成状況報告書 

 

 年   月   日  

 

柏崎市長          様 

 

住所  

補助事業者  

                          氏名            

 

年度において、交付された六次産業化支援事業について、本事業の採択条件により、下

記のとおり      年度の達成状況を報告します。 

 

記 

 

 

 達成状況 

区分 
現状 

（   年） 

目標 

（   年） 

１年目 

（    年） 

２年目 

（    年） 

３年目 

（    年） 

生産品目 
     

生産面積（ａ） 
     

販売品目 
     

販売量（ｋｇ） 
     

販売額（円） 
     

販売先 
     

 


